
いじめに関する相談窓口 

日 向 市 立 大 王 谷 学 園 初 等 部 

 いじめ防止を通して、心豊かで安全・安心な社会づくりを国をあげて取り組む 
趣旨のもと、平成２５年９月に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。 
 日向市全体で、子どものきずなづくりを進めています。 

 いじめなど、困ったことがあれば、いつでも担任の
先生や保健室の先生などに相談してください。 
 秘密は必ず守ります。 

本学園初等部の児童の絆づくり 
○ いじめは絶対に許されないという学級経営を行います。 
○ 様々な望ましい集団活動を通して、児童の絆づくりを行います。 
○ 人権集会や人権学習、道徳教育の充実を行います。 
いじめ未然防止 
○ 学校生活アンケートを行います。 
○ 教育相談週間を設けます。 
○ 職員会議等での情報の共有を行います。 
             日向市立大王谷学園「きずなプラン」より一部抜粋 

「ネットいじめ」も問題視されています。携帯電話、パソコン、
ゲーム機、携帯音楽プレーヤー等、ネット接続できる機器を通
していじめの被害に遭うケースもあります。使用状況の把握と
共に、利用についての約束を遵守させましょう。 

登校を嫌がる 

学校や友人の
ことを話さない 

イライラしたり、
ため息をつい
たりする 

持ち物がなくなったり、
壊れたり、落書きされ
たりする 

頻繁にお金をねだる 

友達からの連
絡に対して表
情が暗い 

原因不明の体の傷や
持ち物の汚れがある 

食欲不振・不眠
を訴える 


